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電力・ガスシステム改革の意義・目的と主なスケジュール
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各事業者が担う主な役割、
ガスシステム改革による主な変化、東京ガスの強み

事業類型 ＬＮＧ基地事業（ガス製造事業）者【届出制】 一般ガス導管事業者【許可制】 ガス小売事業者【登録制】

事業者が担う
主な役割

自社小売部門の要請や他社との契約に基づいた
ガスの製造

■自ら維持・運用する導管を用いた、その供給エリ
アにおける託送供給※１

■導管網運用者としてすべての小売事業者に対
する公平な運用

■最終保障供給義務
保安： 緊急保安・内管漏えい検査

■自らのお客さまにお届けするために必要な供給
能力の確保と供給

保安： 消費機器調査・安全周知

ガスシステム改革
による主な制度措置

余力の範囲におけるLNG基地の
第三者利用義務化
→多様な小売事業者の参入促進

■ガス小売事業は、許可制から登録制へ
　→地域独占の撤廃
■大口、小口に関わらず、すべてのお客さまが多彩
なサービス・料金メニューを提供する小売事業者
を選ぶことが可能に

■導管網を全小売事業者が共通で利用　→公平な小売競争環境、適切なガス導管網の整備

■総括原価方式に基づく料金から、小売事業者に
よる自由な料金設定へ※2

　→競争による料金低廉化の実現

東京ガスグループ
の強み 安定かつ効率的な基地運用

■既存ガスパイプラインネットワークの安全かつ
安定的な運用

■供給力向上に向けた最適な新規インフラの拡充
■緊急保安体制

■地域密着型営業体制
■エネルギーソリューション提案力
■年間約1,400万トンのLNG調達力

当社グループの取組み
2017年3月期において、当社グループは、電力小売事業に新規参

入するとともに、2017年4月のガス小売全面自由化に向けての準

備を重点課題として進め、これまで順調に始動しています。

ガスシステム改革
2017年4月から、小口向けガス小売におけるこれまでの地域独占や料

金規制が撤廃されました。これまでガス事業は「一般ガス事業者」が製

造～供給～販売までワンストップで行っていましたが、ガスシステム改

革により「ガス導管事業（一般・特定）」、「ガス小売事業」、「ガス製造

事業」の3類型に整理されました。小売事業者（新規参入者）は導管事

業者に対してガス導管の使用料（託送料金）を支払ったうえで、ガス導

管を使用し、家庭用・小口業務用向けのガス販売が可能となりました。
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需要家の敷地

ガス導管事業者

内管漏えい検査

緊急保安

保安義務と責任主体の変更（小口分野）

Before After

保安
責任

資産
区分

敷地境
メーター

ガス栓

消費機器ガス工作物

需要家事業者

10万㎥未満
家庭用／小口業務用

小売全面自由化

2016 2017 2020 2022

50kW未満
家庭用／小口業務用

小売全面自由化

保安規制

ガス小売事業者

電力システム改革の意義・目的

電力の安定供給

電気料金の低減

お客さま選択肢の拡大

ガスシステム改革の意義・目的

ガスの安定供給と普及拡大

ガス料金の低減とCSの向上

お客さま選択肢の拡大と
お客さま保安の向上

100
%

100
%

これまでエネルギー市場の規制改革は段階的に進められてきましたが、
2016年4月の電力小売全面自由化、2017年4月のガス小売全面自由化により、
エネルギー市場は全面的に自由化されました

導管網を全小売事業者が
共通で利用

LNG調達 LNG基地

家庭用・中小業務用など約1,100万件※3

保安責任区分

都市ガス小売全面自由化後の
全体像

保安責任について

「消費機器調査・危険発生防止周知」は新規参入者を含むガス小売
事業者の義務と位置付けられました。現在は既存事業者が消費機
器調査などの業務のノウハウを有していることから、新規参入者が
消費機器調査などの業務を既存事業者に委託しやすい環境が整備
されています。一方で、導管事業者には緊急保安と内管漏えい検
査の保安責任が課されています。

※1 ガスを供給する事業者（託送供給依頼者）のガスを導管事業者の導管で受け入れて、同時に受け入れた場所以外の地点で、受け入れた量と同量のガスを導管事業者の導管から供給すること。託送料金
は、ガス供給する際にガス小売事業者が利用する導管利用料金であり、その料金設定に対して、国による認可査定を受ける。

※2 他のガス小売事業者・LPガス・オール電化などとの十分な競争関係が認められない場合に限り、経済産業大臣が指定する旧一般ガス事業者について経過措置料金規制を課し、小売料金の実質的な上限を
設ける。

※3 東京ガスのお客さま件数

小売事業は許可制から登録制へ、
地域独占の撤廃

21 総括原価方式に基づく料金から、
小売事業者による自由な料金設定へ※23

緊急時対応

内管漏えい検査

消費機器調査・
危険発生防止周知 一般ガス事業者

東京ガス

ガス小売事業者
東京ガス・新規参入者

一般ガス導管事業者
東京ガス

送配電部門の
法的分離

ガス導管部門の
法的分離

小売全面自由化 2017年4月以降

従来自由化範囲
～2017年3月

10万㎥以上 大口需要家

消費機器調査等
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